
41．相続登記の件数（直近5か年）及び相続登記の促進関連予算（法務省・令和8年度）
○相続登記の件数（直近5か年）

(単位：件）

令和4年度 ｜ 令和3年度令和6年度 令和5年度 令和2年度
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1,554,881

1,332,377

222,504

1，502，709

1，291，315
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1，361，757
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189，706
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1,236,875

1,064,941
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鋤
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蝿
鋤

1，502，709

1, 291, 315

211, 394

1，361，757

1，172，051

189, 706

1,236,875

1, 064, 941

171，934

1，137，096

980,420

156，676

相続その他一般承継による

所 有 権 の 移 転

1，496，105

1, 275, 193

220, 912

相続による所有権の移転

58,776

57，184

1，592

一般承継（相続を除く。）
に よ る 所 有 権 の 移 転

(注）1 「相続その他一般承継による所有権の移転」とは、相続（相続人に対する遺贈を含む。）、旧民法による家督相続又は遺産
相続、遺留分減殺、合併その他の法人の一般承継（会社分割を除く。）を登記原因とする所有権の移転の登記をいう。

2 「相続による所有権の移転」とは、相続（相続人に対する遺贈を含む。）、旧民法による家督相続又は遺産相続、遺留分減
殺を登記原因とする所有権の移転の登記をいう。

3 「一般承継（相続を除く。）による所有権の移転」とは、合併その他の法人の一般承継（会社分割を除く。）を登記原因と
する所有権の移転の登記をいう。

4 令和6年4月以降、「相続その他一般承継による所有権の移転」の種別を「相続による所有権の移転」及び「一般承継（相
続を除く。）による所有権の移転」に分割し、それぞれの登記の種別ごとに件数を計上している。

5 「…」は、該当数値が得られないものである。
6 令和6年度の数値は速報値である。
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相続登記の促進関連予算（法務省・令和8年度）

○ 相続登記の促進関連経費 令和8年度予算政府案（法務省所管） 1，296百万円（①＋②＋③＋④）
近時、登記上の所有者と実際の所有者が異なることとなった結果、所有者の所在の把握が困難となり、各種公共事業に
おける迅速な用地取得などに支障を来している問題、いわゆる所有者不明土地問題が取り沙汰され、その要因の一つとし
て相続登記が未了のまま放置されていることがあるとの指摘がされていることを踏まえ、所有者とその所在の明確化を図
るため、相続登記の促進に取り組む必要がある。

1 長期相続登記等未了土地の解消

長期間相続登記等が未了となっている土地について、相続が発生していないか、相続が発生している場合に、相続人
として登記名義人となり得る者が誰かを登記官が調査し、調査結果を踏まえて相続登記の促進を図る。

｡①339百万|器|・

2 表題部所有者不明土地の解消

変則型登記がされた土地（表題部所有者不明土地）について、登記官の調査を補充するために所有者等探索委員に必
要な調査を行わせ、調査の結果を登記簿に反映させるとともに、調査の結果、所有者を特定することができなかった土
地について、適切な管理を可能とする。

｡②278百万円。

3 法定相続情報証明制度等の円滑な運用等
法定相続情報証明制度及び遺言書保管制度を安定的に運用をすることにより、相続手続の円滑化・相続登記の促進を

図る。

.③574百万円

5］8百万曲
56百万円

’
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･法定相続情報証明制度実施経費
･遺言書保管事務処理経費

4 相続登記の申請義務化等の円滑な実施
相続登記の申請義務化等について、様々な広報媒体による国民各層に向けた周知広報を行うとともに、登記手続案内

の効果的な実施、専門資格者団体との連携など相談体制を強化する。

｡④105百万円
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